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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーション装置（１）に含まれる土地勘地図表示制御装置であって、
　地点および道路のうち、描画対象として登録されている地点および道路を選んで、画像
表示装置（１２）に表示させる表示制御手段（１７ａ）と、
　地点を新たな描画対象の地点として登録する登録手段（１１０）と、
　前記登録手段が前記新たな描画対象の地点を登録したことを契機として、既に描画対象
として登録されている複数の地点のそれぞれを相手として、前記新たな描画対象の地点と
当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを、前記ナビゲーション装置において地図描画に
用いるデータとして既に記憶されている道路データから取得するルート取得手段（１２０
）と、
　取得された前記追加ルート中の道路を、新たな描画対象の道路として追加登録する道路
追加手段（１４０）と、を備えた土地勘地図表示制御装置。
【請求項２】
　前記道路追加手段（１４０）は、描画対象の道路として登録されている２つの道路（２
５、２６）が交差点（３０）で交差している場合、前記２つの道路以外にも、前記交差点
から伸びる他の道路の、前記交差点から所定長さの部分（３０ａ、３０ｂ）を、新たな描
画対象の道路として追加登録することを特徴とする請求項１に記載の土地勘地図表示制御
装置。
【請求項３】
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　前記表示制御手段（１７ａ）は、地点および道路のうち、描画対象として登録されてい
る地点および道路のみを、前記画像表示装置（１２）に表示させることを特徴とする請求
項１または２に記載の土地勘地図表示制御装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段（１７ａ）は、地点および道路のうち、描画対象として登録されてい
る地点および道路を、他の地点および道路と区別して前記画像表示装置（１２）に表示さ
せることを特徴とする請求項１または２に記載の土地勘地図表示制御装置。
【請求項５】
　前記登録手段（１１０）は、１つの地点が目的地設定された回数が増えるほど大きくな
る点数が登録閾値を超えた場合に、当該１つの地点を前記新たな描画対象の地点として登
録することを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記載の土地勘地図表示制御装
置。
【請求項６】
　前記登録手段（１１０）は、１つの地点においてＡＣＣがオフになった回数が増えるほ
ど大きくなる点数が登録閾値を超えた場合に、当該１つの地点を前記新たな描画対象の地
点として登録することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１つに記載の土地勘地図
表示制御装置。
【請求項７】
　前記登録手段（１１０）は、１つの交差点を土地勘地図表示制御装置が通過した回数が
増えるほど大きくなる点数が登録閾値を超えた場合に、当該１つの交差点を前記新たな描
画対象の地点として登録することを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１つに記載の
土地勘地図表示制御装置。
【請求項８】
　前記登録手段（１１０）は、前記点数が前記登録閾値よりも小さい撮影閾値を超えた場
合に、当該１つの地点または交差点を撮影待ち地点とし、撮影待ち地点である当該１つの
地点または交差点に到達したタイミングで、当該１つの地点または交差点をカメラが撮影
した撮影画像を記憶し、当該１つの地点または交差点を前記新たな描画対象の地点として
登録する際、前記撮影画像を前記新たな描画対象の地点のアイコンとして登録することを
特徴とする請求項５ないし７のいずれか１つに記載の土地勘地図表示制御装置。
【請求項９】
　あらかじめ定められた特定の地点群のうち、描画対象として登録されている複数の地点
または道路によって囲まれる領域内にある地点を、描画対象の地点として登録する特定地
点登録手段（１６０）を備えたことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１つに記載
の土地勘地図表示制御装置。
【請求項１０】
　あらかじめ定められた特定の地点群のうち、描画対象として登録されている地点または
道路の所定の近傍の領域内にある地点を、描画対象の地点として登録する特定地点登録手
段（１６０）を備えたことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１つに記載の土地勘
地図表示制御装置。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、通常地図表示モードと土地勘地図表示モードを切り替えて作動す
るようになっており、前記通常地図表示モードでは、前記ナビゲーション装置において地
図描画に用いるデータとして既に記憶されている通常表示用の道路データを用いて前記画
像表示装置に地図を表示させ、前記土地勘地図表示モードでは、土地勘地図用の道路デー
タに登録されている道路および土地勘地図用の地点登録データに登録されている地点を、
描画対象として登録されている地点および道路として選んで、画像表示装置に地図を表示
させ、
　前記登録手段は、地点を新たな描画対象の地点として前記土地勘地図用の地点登録デー
タに登録し、
　前記ルート取得手段は、前記登録手段が前記新たな描画対象の地点を前記土地勘地図用
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の地点登録データに登録したことを契機として、既に描画対象として前記土地勘地図用の
地点登録データに登録されている複数の地点のそれぞれを相手として、前記新たな描画対
象の地点と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを、前記通常表示用の道路データから
取得し、
　前記道路追加手段（１４０）は、取得された前記追加ルート中の道路を、新たな描画対
象の道路として前記土地勘地図用の道路データに追加登録することを特徴とする請求項１
ないし１０のいずれか１つに記載の土地勘地図表示制御装置。
【請求項１２】
　ナビゲーション装置（１）に含まれる土地勘地図表示制御装置に用いるプログラムであ
って、
　地点および道路のうち、描画対象として登録されている地点および道路を選んで、画像
表示装置（１２）に表示させる表示制御手段（１７ａ）、
地点を新たな描画対象の地点として登録する登録手段（１１０）、
　　前記登録手段が前記新たな描画対象の地点を登録したことを契機として、既に描画対
象として登録されている複数の地点のそれぞれを相手として、前記新たな描画対象の地点
と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを、前記ナビゲーション装置において地図描画
に用いるデータとして既に記憶されている道路データから取得するルート取得手段（１２
０）、
　取得された前記追加ルート中の道路を、新たな描画対象の道路として追加登録する道路
追加手段（１４０）として、前記土地勘地図表示制御装置を機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図表示制御装置および地図表示制御装置用のプログラムに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、道路地図（例えば図１９参照）をユーザーに表示する装置が広く利用されている
。近年は、より地図の読み取り易さを向上するため、高詳細表示、３Ｄ表示等で地図を表
示する技術も用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２６８４９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現状では、上記のように地図に表示する情報を増やすことで地図の読み取りやすさを向
上させようとしている。しかし、地図の読み取りに必要な情報というのはユーザー毎に千
差万別なので、上記のような方法では不必要な情報が多くなり、却ってユーザーに必要な
情報を邪魔し、結果的に地図を把握しづらくする恐れがある。
【０００５】
　この点に関し、本発明者は、ユーザーが個々に持っている土地勘というものに着目した
。ユーザーが新たな土地勘を獲得する過程は、例えば以下のようなものである。
【０００６】
　「関西地方から埼玉県浦和市に移住して間もないユーザーが、一方で自宅から渋谷まで
よくドライブしており、また他方では自宅から神宮外苑までよくドライブしていたが、渋
谷と神宮外苑との地理的関係性について全く意識していなかった。しかし、あるときユー
ザーは、渋谷から神宮外苑までは非常に近いということに気付いて、それならば、これか
らは渋谷に行くついでに神宮外苑にも行こうと思った。」
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　このように、実は今日の目的地は過去の目的地に案外近かった等の土地勘を持つように
なると、効率的な移動が行えたり、行動の範囲が広がったり、多少道に迷っても目的の道
路に復帰することができるなど、ユーザーの生活の利便性が向上する。
【０００７】
　発明者は、このような土地勘を獲得する助けとなるような地図表示を行えば、やたらと
情報量を増やすよりも、より効率的にユーザーが地図を読み取り易くすることができると
考えた。
【０００８】
　本発明は上記点に鑑み、ユーザーが土地勘を獲得する助けとなるような地図表示技術を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための請求項１に記載の発明は、ナビゲーション装置（１）に含ま
れる土地勘地図表示制御装置であって、地点および道路のうち、描画対象として登録され
ている地点および道路を選んで、画像表示装置（１２）に表示させる表示制御手段（１７
ａ）と、地点を新たな描画対象の地点として登録する登録手段（１１０）と、前記登録手
段が前記新たな描画対象の地点を登録したことを契機として、既に描画対象として登録さ
れている複数の地点のそれぞれを相手として、前記新たな描画対象の地点と当該相手の地
点との間を繋ぐ追加ルートを、前記ナビゲーション装置において地図描画に用いるデータ
として既に記憶されている道路データから取得するルート取得手段（１２０）と、取得さ
れた前記追加ルート中の道路を、新たな描画対象の道路として追加登録する道路追加手段
（１４０）と、を備えた土地勘地図表示制御装置である。
【００１０】
　このように、土地勘地図表示制御装置は、地点を新たな描画対象の地点として登録する
と、既に描画対象として登録されている複数の地点のそれぞれを相手として、新たな描画
対象の地点と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを取得し、取得された追加ルート中
の道路が、新たに表示されることになる。
【００１１】
　したがって、例えば、埼玉県浦和市の自宅および渋谷駅前が描画対象として登録されて
いるとき、新たに神宮外苑が描画対象として登録されると、自宅と神宮外苑との間のルー
トのみならず、神宮外苑と渋谷駅前との間のルートも新たに表示されることになる。
【００１２】
　このような表示を見たユーザーは、神宮外苑から渋谷駅前までが案外近いことに気づき
、それにより、それまでの土地勘（渋谷駅前までのルート、神宮外苑までのルート）をベ
ースとして新たな土地勘を獲得することができる。
【００１３】
　このように、本発明の土地勘地図表示制御装置は、ユーザーのそれまでの土地勘を利用
して、ユーザーが新たな土地勘を獲得するよう支援することができる。
【００１４】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の土地勘地図表示制御装置において、
前記道路追加手段（１４０）は、描画対象の道路として登録されている２つの道路（２５
、２６）が交差点（３０）で交差している場合、前記２つの道路以外にも、前記交差点か
ら伸びる他の道路の、前記交差点から所定長さの部分（３０ａ、３０ｂ）を、新たな描画
対象の道路として追加登録することを特徴とする。このようになっていることで、交差点
があることを容易に把握でき、かつ、交差点の接続関係も把握することができる。
【００１５】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の土地勘地図表示制御装置に
おいて、前記表示制御手段（１７ａ）は、地点および道路のうち、描画対象として登録さ
れている地点および道路のみを、前記画像表示装置（１２）に表示させることを特徴とす
る。このように、土地勘の獲得には不要な表示を極力抑えることで、地図の読み取り易さ
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を更に向上させることができる。
【００１６】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１または２に記載の土地勘地図表示制御装置に
おいて、前記表示制御手段（１７ａ）は、地点および道路のうち、描画対象として登録さ
れている地点および道路を、他の地点および道路と区別して前記画像表示装置（１２）に
表示させることを特徴とする。このように、描画対象として登録されている地点および道
路を、土地勘の獲得には不要な表示と区別した表示を行うことで、ユーザーの土地勘の向
上が容易になる。
【００１７】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれか１つに記載の土地勘地図
表示制御装置において、前記登録手段（１１０）は、１つの地点が目的地設定された回数
が増えるほど大きくなる点数が登録閾値を超えた場合に、当該１つの地点を前記新たな描
画対象の地点として登録することを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１ないし５のいずれか１つに記載の土地勘地図
表示制御装置において、前記登録手段（１１０）は、１つの地点においてＡＣＣがオフに
なった回数が増えるほど大きくなる点数が登録閾値を超えた場合に、当該１つの地点を前
記新たな描画対象の地点として登録することを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか１つに記載の土地勘地図
表示制御装置において、前記登録手段（１１０）は、１つの交差点を土地勘地図表示制御
装置が通過した回数が増えるほど大きくなる点数が登録閾値を超えた場合に、当該１つの
交差点を前記新たな描画対象の地点として登録することを特徴とする。
【００２０】
　この請求項５～７に記載の発明のように、点数の増大に基づいて自動的に描画対象の地
点を登録することで、ユーザーの土地勘の形成に追従した自然な形で新たな土地勘獲得の
支援を行うことができる。
【００２１】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項５ないし７のいずれか１つに記載の土地勘地図
表示制御装置において、前記登録手段（１１０）は、前記点数が前記登録閾値よりも小さ
い撮影閾値を超えた場合に、当該１つの地点または交差点を撮影待ち地点とし、撮影待ち
地点である当該１つの地点または交差点に到達したタイミングで、当該１つの地点または
交差点をカメラが撮影した撮影画像を記憶し、当該１つの地点または交差点を前記新たな
描画対象の地点として登録する際、前記撮影画像を前記新たな描画対象の地点のアイコン
として登録することを特徴とする。このようにすることで、ユーザーの土地勘をより強く
喚起するアイコン表示を行うことができる。
【００２２】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項１ないし８のいずれか１つに記載の土地勘地図
表示制御装置において、あらかじめ定められた特定の地点群のうち、描画対象として登録
されている複数の地点または道路によって囲まれる領域内にある地点を、描画対象の地点
として登録する特定地点登録手段（１６０）を備えたことを特徴とする。
【００２３】
　このように、土地勘が形成されている地点に囲まれた領域内に、特定の地点（例えば観
光名所等の有名な地点）が表示されると、ユーザーは、「よく知っている場所に囲まれた
こんな所にこんな場所があったのか」という風に、関心度の高い新たな知見を得ることが
できる。こような、土地勘が形成されている地点に囲まれた領域内に新たな地点を見つけ
た場合は、それ以外の場所に新たな地点を見つける場合よりも、ユーザーの関心が高くな
ることが期待できるからである。
【００２４】
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項１ないし９のいずれか１つに記載の土地勘地
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図表示制御装置において、あらかじめ定められた特定の地点群のうち、描画対象として登
録されている地点または道路の所定の近傍の領域内にある地点を、描画対象の地点として
登録する特定地点登録手段（１６０）を備えたことを特徴とする。
【００２５】
　このように、土地勘が形成されている地点または道路の所定の近傍の領域内に、特定の
地点が表示されると、ユーザーは、「よく知っている場所や道路の近くにこんな場所があ
ったのか」という風に、関心度の高い新たな知見を得ることができる。こような、土地勘
が形成されている地点または道路の所定の近傍の領域内に新たな地点を見つけた場合は、
それ以外の場所に新たな地点を見つける場合よりも、ユーザーの関心が高くなることが期
待できるからである。
【００２６】
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項１ないし１０のいずれか１つに記載の土地勘
地図表示制御装置において、前記表示制御手段は、通常地図表示モードと土地勘地図表示
モードを切り替えて作動するようになっており、前記通常地図表示モードでは、前記ナビ
ゲーション装置において地図描画に用いるデータとして既に記憶されている通常表示用の
道路データを用いて前記画像表示装置に地図を表示させ、前記土地勘地図表示モードでは
、土地勘地図用の道路データに登録されている道路および土地勘地図用の地点登録データ
に登録されている地点を、描画対象として登録されている地点および道路として選んで、
画像表示装置に地図を表示させ、前記登録手段は、地点を新たな描画対象の地点として前
記土地勘地図用の地点登録データに登録し、前記ルート取得手段は、前記登録手段が前記
新たな描画対象の地点を前記土地勘地図用の地点登録データに登録したことを契機として
、既に描画対象として前記土地勘地図用の地点登録データに登録されている複数の地点の
それぞれを相手として、前記新たな描画対象の地点と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ル
ートを、前記通常表示用の道路データから取得し、前記道路追加手段（１４０）は、取得
された前記追加ルート中の道路を、新たな描画対象の道路として前記土地勘地図用の道路
データに追加登録することを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１つに記載の土地
勘地図表示制御装置である。
　また、請求項１２に記載のように、本発明の土地勘地図表示制御装置の特徴は、プログ
ラムの発明の特徴としても捉えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態に係る車両用ナビゲーション装置１の構成図である。
【図２】リンク列データレコードの構成を示す図である。
【図３】登録処理のフローチャートである。
【図４】未描画道路追加処理のフローチャートである。
【図５】表示制御処理１７ａの作動の概要を示す図である。
【図６】使い始めの地図表示内容を例示する図である。
【図７】自宅２３を登録した後の地図表示内容を例示する図である。
【図８】駅２４を登録した後の地図表示内容を例示する図である。
【図９】ケーキ店３２を登録した後の地図表示内容を例示する図である。
【図１０】更に複数の地点４１～４３を登録した後の地図表示内容を例示する図である。
【図１１】第２実施形態における未描画道路追加処理のフローチャートである。
【図１２】第２実施形態における表示制御処理１７ａの作動の概要を示す図である。
【図１３】第３実施形態における地点登録処理（図３のステップ１１０）の詳細を示すフ
ローチャートである。
【図１４】第４実施形態における登録処理のフローチャートである。
【図１５】第４実施形態におけるケーキ店の登録前の土地勘地図である。
【図１６】第４実施形態におけるケーキ店登録の状態を示す図である。
【図１７】第４実施形態における所定の条件に適合する領域を示す図である。
【図１８】第４実施形態におけるお勧め地点登録後の土地勘地図である。
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【図１９】通常の道路地図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態について説明する。図１に、本実施形態に係る車両用ナビ
ゲーション装置１のハードウェア構成を示す。この車両用ナビゲーション装置１は、車両
に搭載され、カメラ１０、位置検出器１１、画像表示装置１２、操作部１３、スピーカ１
４、無線通信機１５、地図データ取得部１６、および制御回路１７（土地勘地図表示制御
装置の一例に相当する）を有している。
【００２９】
　カメラ１０は、車両の前方を撮影し、撮影の結果得た撮影画像を制御回路１７に出力す
る。カメラ１０は、ドライブレコーダ用のカメラのように、車両の走行中常時定期的に（
例えば、０．１秒間隔で）撮影および撮影画像の出力を行うようになっていてもよいし、
あるいは、制御回路１７から指令があったタイミングで撮影および撮影画像の出力を行う
ようになっていてもよい。
【００３０】
　位置検出器１１は、いずれも周知の図示しない加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロ
センサ、車速センサ、およびＧＰＳ受信機等のセンサを有しており、これらセンサの各々
の性質に基づいた、車両の現在位置、向き、および速度を特定するための情報を制御回路
１７に出力する。
【００３１】
　画像表示装置１２は、制御回路１７から出力された映像信号に基づいた映像をユーザー
に表示する。表示映像としては、例えば現在地を中心とする地図等がある。
【００３２】
　操作部１３は、車両用ナビゲーション装置１に設けられた複数のメカニカルスイッチ、
画像表示装置１２の表示面に重ねて設けられたタッチパネル等、ユーザーの直接操作を受
け付ける入力装置から成り、ユーザーによる入力装置の操作に応じた信号を制御回路１７
に出力する。
【００３３】
　無線通信機１５は、無線通信を行うための周知の回路であり、車両の外部の施設等に取
り付けられた無線中継装置（基地局、無線ＬＡＮアクセス）を介して、ネットワーク上の
通信装置と通信可能なようになっている。制御回路１７は、この無線通信機１５を用いて
車外の上記通信装置（例えば、各種サーバ）と通信してデータのやりとりを行うことがで
きる。
【００３４】
　地図データ取得部１６は、ＨＤＤ等の書き込み可能な不揮発性の記憶媒体およびそれら
記憶媒体に対してデータの読み出しおよび可能ならば書き込みを行う装置から成る。当該
記憶媒体は、制御回路１７が実行するプログラム、地図データ等を記憶している。
【００３５】
　以下、本実施形態の地図データの構成について説明する。本実施形態の地図データは、
地図描画に用いるデータとして、道路データおよび周知の背景データを含み、また、経路
計算用のデータとして、周知の道路ネットワークデータを含んでおり、ＰＯＩとなる地点
のアイコン描画用のデータとして、地点データを含んでいる。
【００３６】
　本実施形態の道路データは、２種類の道路データに分かれている。１つは、通常表示用
道路データであり、もう１つは、土地勘地図用の道路データである。
【００３７】
　通常表示用道路データは、周知の道路データのデータ構成を有している。すなわち、通
常表示用道路データは、パーセル（地理区画）毎に区分けされて管理され、各パーセルに
おいては、当該パーセル内のすべてのリンク列（連続するリンクの集合）のリンク列デー
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タレコードが記録されている。
【００３８】
　図２に示すように、あるリンク列に対応するリンク列データレコードは、リンク列形状
情報およびノード・リンク接続情報を含んでいる。リンク列形状情報は、当該リンク列に
含まれるリンク毎にリンク形状データを有している。
【００３９】
　あるリンクに対応するリンク形状データは、当該リンクのリンクＩＤ、および、当該リ
ンク中の形状点（ノードおよび形状補完点）の位置座標（相対座標でも絶対座標でもよい
）を表すデータを含んでいる。また、ノード・リンク接続情報は、複数のリンク形状デー
タ中のどのノードとどのノードが同じものであるかを示すデータを含んでいる。
【００４０】
　あるパーセル内のリンクに対応する道路は、そのパーセル内のリンク形状データの形状
点の位置座標に基づいて描画することができる。
【００４１】
　土地勘地図用の道路データは、データ構造としては通常表示用道路データと同じであり
、通常表示用道路データと同様、パーセル毎に区分けされて管理されるが、車両用ナビゲ
ーション装置１の出荷当初は、リンク列データレコードを１つも含んでいない。しかし、
後述するように、通常表示用道路データのリンク列データレコードの一部が段階的に土地
勘地図用のリンク形状データとしてコピーされることで、通常表示用道路データのデータ
量が増えていく。土地勘地図用の道路データに含まれたリンク形状データは、土地勘地図
の表示時における描画対象の道路のデータである。
【００４２】
　また、地図データ取得部１６は、土地勘地図用の地点登録データを記録できるようにな
っている。土地勘地図用の地点登録データは、登録された地点の位置座標と、当該地点の
アイコンのデータを含むことができる。この土地勘地図用の地点登録データは、土地勘地
図用の道路データと同様、車両用ナビゲーション装置１の出荷当初は、登録地点の位置座
標およびアイコンのデータを１つも含んでいないが、後述するように、段階的に登録地点
の位置座標およびアイコンのデータが増えていく。土地勘地図用の道路データに含まれる
登録地点のデータは、土地勘地図の表示時における描画対象の地点のデータである。
【００４３】
　制御回路（コンピュータに相当する）１７は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏ等を有
するマイコンである。ＣＰＵは、ＲＯＭまたは地図データ取得部１６から読み出した車両
用ナビゲーション装置１の動作のためのプログラムを実行し、その実行の際にはＲＡＭ、
ＲＯＭ、および地図データ取得部１６から情報を読み出し、ＲＡＭおよび可能であれば地
図データ取得部１６の記憶媒体に対して情報の書き込みを行い、位置検出器１１、画像表
示装置１２、操作部１３、スピーカ１４、および交通情報受信機１５と信号の授受を行う
。
【００４４】
　制御回路１７がプログラムを実行することによって行う具体的な処理としては、現在位
置特定処理、表示制御処理１７ａ、ルート算出処理、経路案内処理、登録処理１７ｂ等が
ある。
【００４５】
　現在位置特定処理は、位置検出器１１からの信号に基づいて、周知のマップマッチング
等の技術を用いて車両の現在位置や向きを特定する処理である。
【００４６】
　表示制御処理１７ａは、車両の現在位置の周辺等の特定の領域の地図を、画像表示装置
１２に表示させる処理である。この際、地図表示のために用いる情報は、地図データから
取得する。本実施形態では、通常表示用道路データを用いて通常の地図の表示を行う場合
と、土地勘地図用の道路データおよび土地勘地図用の地点登録データを用いて土地勘地図
の表示を行う場合とがある。表示制御処理１７ａの詳細については後述する。
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【００４７】
　ルート算出処理は、操作部１３からユーザーによる目的地の入力を受け付け、現在位置
から当該目的地までの最適なルートを、地図データの道路ネットワークデータを用いて（
例えばダイクストラ法で）算出する処理である。
【００４８】
　経路案内処理は、ルート算出処理によって算出された最適なルートに沿った走行を案内
する処理であり、当該ルートと自車位置との位置関係を逐次監視し、当該ルート上の右左
折交差点等の案内ポイントの手前に自車両が到達したときに、右折、左折等を指示する案
内音声をスピーカ１４に出力させ、当該案内ポイントの拡大図を画像表示装置１２に表示
させることで、当該ルートに沿った車両の運転を案内する処理である。
【００４９】
　登録処理１７ｂは、上述の土地勘地図用の地点登録データに地点を登録し、また土地勘
地図用の道路データに道路を登録するための処理である。以下、登録処理１７ｂについて
説明する。図３に、登録処理１７ｂのフローチャートを示す。制御回路１７は、この登録
処理１７ｂを、ユーザーが操作部１３に対して所定の登録開始操作を行ったときに開始す
る。ユーザーは、自分が車両でよく訪れて土地勘を有していると判断した地点を登録した
いとき、操作部１３に対してこの所定の登録開始操作を行う。
【００５０】
　登録処理１７ｂは、上述の土地勘地図用の地点登録データに地点を登録するための処理
である。以下、登録処理１７ｂについて説明する。図３に、登録処理１７ｂのフローチャ
ートを示す。制御回路１７は、この登録処理１７ｂを、ユーザーが操作部１３に対して所
定の登録開始操作を行ったときに開始する。ユーザーは、自分がよく車両で訪れて土地勘
を充分有していると判断した地点を登録したいとき、操作部１３に対してこの所定の登録
開始操作を行う。
【００５１】
　登録処理１７ｂにおいて制御回路１７は、まずステップ１１０で、ユーザーが操作部１
３に対して登録したい地点の指定操作を行うまで待つ。ユーザーは、操作部１３を操作し
て、登録したい地点を指定する。
【００５２】
　この指定方法は、通常の目的地設定時における目的地の指定方法と同じでよい。例えば
、当該地点の住所（土地地番）を入力する方法でもよいし、当該地点の位置座標を入力す
る方法でもよいし、通常の地図表示を利用した入力方法でもよい。あるいは、車両が現在
所在する地点を登録したい場合は、現在位置登録の操作を行う方法でもよい。
【００５３】
　当該指定操作が行われると、制御回路１７は、指定された地点を、新たな描画対象の地
点として、土地勘地図用の地点登録データに登録する。具体的には、指定された地点の位
置座標および当該地点のアイコンを、互いに関連付けて土地勘地図用の地点登録データに
追加記録する。
【００５４】
　続いてステップ１２０では、描画対象の地点のデータとして既に土地勘地図用の地点登
録データに登録されている１つまたは複数の地点のそれぞれを相手として、新たな描画対
象の地点と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを取得し、続いてステップ１３０に進
む。追加ルートは、リンクＩＤのリスト等を含んだデータとして取得する。ただし、既に
描画対象として登録されている地点がない場合、すなわち、直前のステップ１１０の地点
の登録が初めての地点登録であった場合、直ちにステップ１３０に進む。
【００５５】
　なお、ステップ１２０の追加ルートは、上述のルート算出処理と同様、新たな描画対象
の地点から相手の地点までの最適なルートを、道路ネットワークデータを用いて（例えば
ダイクストラ法で）算出し、この最適なルートを追加ルートとして取得してもよい。
【００５６】
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　あるいは、無線通信機１５を用いてサーバと接続し、当該新たな描画対象の地点と相手
の地点の位置座標を当該サーバに送信し、当該サーバから当該新たな描画対象の地点から
相手の地点までの推奨ルートを受信し、この推奨ルートを追加ルートとして取得してもよ
い。なお、サーバは、複数のプローブカーから移動経路の情報を取得し、取得した移動経
路の統計情報に基づいて、当該新たな描画対象の地点から相手の地点までの推奨ルートを
算出するようになっていてもよい。
【００５７】
　ステップ１３０では、取得した追加ルート中の道路のうち、未だ描画対象となっていな
い道路（土地勘地図用の道路データに登録されていない道路。以下、未描画道路という。
）があるか否かを判定する。具体的には、追加ルートのリンクＩＤのリストと、土地勘地
図用の道路データ中のリンク形状データに含まれるリンクＩＤとを比較し、追加ルートに
しか含まれないリンクＩＤ（すなわち、未描画道路のリンクＩＤ）があれば、未描画道路
があると判定する。そのようなリンクＩＤがなければ、未描画道路はないと判定し、土地
勘地図用の道路データにデータを追加することなく、登録処理１７ｂの処理を終了する。
【００５８】
　未描画道路があると判定した場合は、続いてステップ１４０に進み、未描画道路を新た
な描画対象の道路として土地勘地図用の道路データに追加登録するため、未描画道路追加
処理を実行する。
【００５９】
　図４に、この未描画道路追加処理のフローチャートを示す。制御回路１７はこの未描画
道路追加処理において、まずステップ１４２で、未描画道路のデータを通常表示用道路デ
ータから抽出する。抽出する未描画道路のデータは、未描画道路のリンクＩＤを含むリン
ク形状データである。
【００６０】
　続いてステップ１４４では、抽出した未描画道路のデータを土地勘地図用の道路データ
に追加する。具体的には、ステップ１４２で抽出したリンク形状データを、土地勘地図用
の道路データに含める。
【００６１】
　この際、通常表示用道路データにおいて当該リンク形状データを含んでいたリンク列デ
ータレコードが、既に土地勘地図用の道路データ内にあれば、当該リンク列データレコー
ド中のリンク列形状情報に、当該リンク形状データを追加記録する。
【００６２】
　しかし、通常表示用道路データにおいて当該リンク形状データを含んでいたリンク列デ
ータレコードが未だ土地勘地図用の道路データ内にない場合は、当該リンク列データレコ
ード全体を通常表示用道路データから読み出し、読み出したリンク列データレコードから
、当該リンク形状データ以外のリンク形状データを削除し、その結果得たリンク列データ
レコードを土地勘地図用の道路データに追加記録する。
【００６３】
　このような未描画道路追加処理によって、新たな描画対象の地点から既に描画対象とし
て登録されている複数の地点のそれぞれへのルートを描画するためのデータが、土地勘地
図用の道路データに含まれることになる。ステップ１４４の後、図４の未描画道路追加処
理が終了し、図３の登録処理１７ｂも終了する。
【００６４】
　次に、表示制御処理１７ａの処理内容について説明する。表示制御処理１７ａは、場合
に応じて、通常地図表示モードと土地勘地図表示モードのいずれかで作動するようになっ
ている。例えば、操作部１３に対するユーザーの切り替え操作に応じて、通常地図表示モ
ードから土地勘地図表示モードにモードを切り替え、あるいは、土地勘地図表示モードか
ら通常地図表示モードにモードを切り替える。
【００６５】
　通常地図表示モードにおいて制御回路１７は、背景データ、地点データ、および通常表
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示用の道路データを用いて、周知の方法で画像表示装置１２に地図を表示させる。図１９
に、通常地図表示モードにおいて表示される地図を例示する。
【００６６】
　土地勘地図表示モードにおいて制御回路１７は、図５に示すように、土地勘地図用の道
路データ、土地勘地図用の地点登録データを用いて、画像表示装置１２に地図を表示させ
る。この際、背景データは使用してもよいし、使用しなくてもよい。
【００６７】
　土地勘地図用の道路データの使用方法は、通常表示用道路データと同じである。すなわ
ち、車両の現在位置等に基づいて、画像表示装置１２に表示すべき地理範囲を特定し、特
定した地理範囲内のパーセルを特定し、特定したパーセル内のリンク形状データの形状点
の位置座標に従って、道路を土地勘地図中に描画し、その土地勘地図を画像表示装置１２
に表示させる。
【００６８】
　したがって、通常地図表示モードにおいても、土地勘地図表示モードにおいても、道路
を画像表示装置１２に表示させるための処理内容自体は同じで、使用するデータが前者は
通常表示用道路データで後者は土地勘地図用の道路データのように異なるだけである。し
たがって、土地勘地図表示モード用に特別なアルゴリズムの地図表示処理を作成する手間
が低減される。
【００６９】
　土地勘地図用の地点登録データの使用方法は、車両の現在位置等を契機として、表示す
べき地理範囲を特定し、特定した地理範囲内の位置座標を有する地点の情報（位置座標、
アイコン）を土地勘地図用の地点登録データから読み出し、土地勘地図中の当該位置座標
に当該アイコンを描画し、当該土地勘地図を画像表示装置１２に表示させる。
【００７０】
　この際、通常表示用道路データおよび地点データは使用しない。したがって、道路のう
ち、土地勘地図用の道路データに登録されている道路のみが表示され、地点のうち、土地
勘地図用の地点登録データに登録されている地点のアイコンのみが表示されることになる
。つまり、制御回路１７は、土地勘地図用の道路データおよび土地勘地図用の地点登録デ
ータを用い、通常表示用道路データおよび地点データを用いずに地図表示制御を行うこと
で、描画対象として登録されている地点および道路を選んで、画像表示装置１２に表示さ
せる。
【００７１】
　以下、上記のような表示制御処理１７ａ、登録処理１７ｂを実行したときの画像表示装
置１２の表示内容の変遷について例示する。
【００７２】
　まず、土地勘地図用の地点登録データに地点が１つも登録されておらず、土地勘地図用
の道路データに道路のデータ（具体的にはリンク形状データ）が１つも登録されていない
状態を説明する。この場合制御回路１７は、土地勘地図表示モードにおいて、図６に示す
ように、画像表示装置１２の地図画面上に車両の現在位置を示す現在位置マーク２１と、
地点および道路以外の付加情報を示す付加情報画像２２しか表示させない。すなわち、い
わゆる白地図が表示される。
【００７３】
　その後、ユーザーが所定の登録開始操作を行い、自宅に該当する地点を指定し、さらに
、当該地点が自宅である旨の操作を操作部１３に対して行ったとする。すると制御回路１
７は、図３のステップ１１０で、指定された地点を、新たな描画対象の地点として、土地
勘地図用の地点登録データに登録するため、指定された地点の位置座標および当該地点の
アイコンを、互いに関連付けて土地勘地図用の地点登録データに追加記録する。ただし、
この際記録するアイコンは、当該地点が自宅である旨の操作があったことに基づき、あら
かじめ地図データ取得部１６の記憶媒体に記録されている自宅用のアイコンとする。
【００７４】
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　このとき制御回路１７は、当該自宅地点が最初の登録地点なので、ステップ１２０では
ルート計算は行わず、ステップ１３０では未描画道路がないと判定し、登録処理１７ｂを
終了する。
【００７５】
　このような状態で表示制御処理１７ａを土地勘地図表示モードで実行すると、制御回路
１７は、図７に示すように、登録された自宅地点に自宅用のアイコン２３を表示するよう
になる。このような表示によりユーザーは、土地勘のある自宅地点と車両の現在位置２１
の位置関係を把握することができる。
【００７６】
　その後、ユーザーが所定の登録開始操作を行い、図８に示すように、ユーザーがよく利
用する駅に該当する地点２４を指定したとする。すると制御回路１７は、図３のステップ
１１０で、指定された地点２４を、新たな描画対象の地点として、土地勘地図用の地点登
録データに登録するため、指定された地点２４の位置座標および当該地点のアイコンを、
互いに関連付けて土地勘地図用の地点登録データに追加記録する。この場合、当該地点の
アイコンは、地図データの地点データに含まれている駅の種別用のアイコンを読み出して
用いてもよいし、汎用のアイコン（例えば単なる四角形）を用いてもよい。
【００７７】
　続いて制御回路１７は、ステップ１２０で、既に描画対象として登録されている自宅地
点２３を相手地点として、新たな描画対象の地点である駅２４から相手地点（自宅）まで
の追加ルート２５、２６、２７、２８、２９を取得する。
【００７８】
　そして続いてステップ１３０では、取得した経路２５、２６、２７、２８、２９のうち
未描画道路があるか否かを判定するが、本例では、まだ道路は土地勘地図用の道路データ
に１つも登録されていないので、未描画道路２５、２６、２７、２８、２９があると判定
し、続いてステップ１４０で、未描画道路であるリンク２５、２６、２７、２８、２９の
データ（リンク形状データ等）を土地勘地図用の道路データに追加記録する。
【００７９】
　ただし、登録するリンク２５とリンク２６は交差点３０で交差しているので、そのよう
な交差点については、そのことを判りやすくするようにする。具体的には、未描画道路追
加処理のステップ１４４に続いて、リンク２５、２６以外にも、交差点３０から伸びる他
のリンクの一部３０ａ、３０ｂを、新たな描画対象の道路として土地勘地図用の道路デー
タに追加登録する。交差点３１で交差するリンク２８とリンク２９についても同じである
。このように描画対象とされるリンクを、交差点用付加リンクという。
【００８０】
　土地勘地図用の道路データに登録された道路中でどこが交差点（ノード）であるか、お
よび、当該交差点からどのリンクが伸びているかは、土地勘地図用の道路データに記録さ
れたノード・リンク接続情報から特定することができる。また、登録する（または既に登
録されている）２つのリンク２５、２６間の交差点３０において、リンク２５、２６が直
進する関係にあるか、交差（右左折）する関係にあるかは、交差点３０の直前における当
該リンク２５、２６の向き同士が成す角度（１８０°以下の角度部分）が、所定の角度（
例えば４５°）未満であるか否かで判定することができる。
【００８１】
　したがって、交差点３０から伸びるリンク２５、２６以外のリンクを、当該ノード・リ
ンク接続情報から特定し、特定したリンクのリンク形状データを通常表示用道路データか
ら読み出し、読み出したリンク形状データのうち、当該交差点３０から所定長さ（例えば
１０メートル分）分の位置座標のデータのデータを抽出し、抽出した分のみを、交差点用
付加リンク形状データとして、土地勘地図用の道路データに追加記録する。
【００８２】
　ここで、当該交差点用付加リンク形状データには、当該リンクのリンクＩＤを含めない
。このようにすることで、後に当該リンクが追加経路の一部となった場合も、当該リンク
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が未描画道路として特定され、当該リンクの完全なリンク形状データが土地勘地図用の道
路データに追加される。
【００８３】
　このような状態で表示制御処理１７ａを土地勘地図表示モードで実行すると、制御回路
１７は、図８に示すように、駅２４のアイコンおよび駅２４から自宅２３までの経路２５
～２９を追加表示するようになる。追加された駅２４は、ユーザーが土地勘のある地点で
あると考えられるので、ユーザーの自宅２３から駅２４までの経路２５～２９も、ユーザ
ーはよく知っていると考えられる。したがってこの段階では、ユーザーが新たな土地勘を
獲得するわけではない。ただし、経路２５～２９は、必ずしもユーザーが常用している経
路とは限らないので、「経路２５～２９を通ればよかったのか」と気付く可能性もある。
【００８４】
　また、交差点３０、３１では、上記の交差点用付加リンク形状データに従って、道路３
０ａ、３０ｂ、３１ａ、３１ｂが表示されるので、そこが交差点であることを容易に把握
でき、交差点３０、３１では十字路を曲がるのかＴ字路を曲がるのかが容易に把握できる
。
【００８５】
　その後、ユーザーが所定の登録開始操作を行い、図９に示すように、ユーザーがよく訪
れるケーキ店に該当する地点３２を指定したとする。すると制御回路１７は、図３のステ
ップ１１０で、指定された地点３２を、新たな描画対象の地点として、土地勘地図用の地
点登録データに登録する。
【００８６】
　続いて制御回路１７は、ステップ１２０で、既に描画対象として登録されている自宅地
点２３、駅２４のそれぞれを相手地点として、新たな描画対象の地点であるケーキ店３２
から自宅地点２３までの追加ルート３３、３４、２６、２５を取得し、また、ケーキ店３
２から駅２４までの追加ルート３５、２８、２９を取得する。
【００８７】
　そして続いてステップ１３０では、取得した経路のうち未描画道路があるか否かを判定
するが、本例では、上記の２つの追加ルートのうちリンク３３、３４、３５が未描画道路
であるので、未描画道路があると判定し、続いてステップ１４０で、未描画道路３３、３
４、３５のデータ（リンク形状データ等）を土地勘地図用の道路データに追加記録する。
【００８８】
　また、新たに登録したリンク３３、３４、３５（ただし、交差点用付加リンクは除く）
同士が交差する交差点３６、３７、および、新たに登録したリンク３３、３４、３５（た
だし、交差点用付加リンクは除く）と既に登録しているリンク２６、２７、２８（ただし
、付加リンクは除く）が交差する交差点３８、３９については、上述の通り、当該交差点
３６～３９から他の方向に伸びるリンクの交差点用付加リンク形状データを、土地勘地図
用の道路データに追加記録する。
【００８９】
　このような状態で表示制御処理１７ａを土地勘地図表示モードで実行すると、制御回路
１７は、図９に示すように、ケーキ店３２のアイコンおよびケーキ店３２から自宅２３ま
でのルートのうち未描画だったリンク３３、３４を追加表示するようになると共に、ケー
キ店３２から駅２４までのルートのうち未描画だったリンク３５を追加表示するようにな
る。
【００９０】
　追加されたケーキ店３２は、ユーザーが土地勘のある地点であると考えられるので、ユ
ーザーの自宅２３から駅２４までの経路２５、２６、３４、３３も、ユーザーはよく知っ
ていると考えられる。したがってこのリンク３３、３４の追加表示では、ユーザーが新た
な土地勘を獲得するわけではない。
【００９１】
　しかし、ユーザーが駅２４とケーキ店３２との間の地理関係をまだ把握してなかった場
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合は、リンク３５を表示することで、「リンク３５を通れば駅２４とケーキ店３２はこん
なに近かったのか」と気づく。この気づきにより、ユーザーが新たな土地勘を得ることに
なる。そしてユーザーは、それならば今後は駅２４から自宅２３に戻るときにケーキ店３
２に寄ってみようと考えるようになり、行動の範囲が広がる可能性がある。また、道に迷
ったときも、駅２４と自宅２３との位置を把握していたおかげで、意図する道路に早く復
帰することができる可能性がある。
【００９２】
　その後、ユーザーが所定の登録開始操作を行い、図１０に示すように、スーパー４１、
高校４２、レンタル店４３等の土地勘のある地点を、新たな描画対象の地点として土地勘
地図用の地点登録データに順次登録していく。すると、制御回路１７は、登録の度に、既
に描画対象として登録されている複数の地点のそれぞれを相手として、当該新たな描画対
象の地点と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを算出し、算出した追加ルートのうち
、未描画の部分の道路４４、４５、４６、４７を、土地勘地図表示モードで画像表示装置
１２に表させる地図に順次追加表示するようになる。
【００９３】
　このような方法で、ユーザーが認知した場所の登録を増やすことで、従来はユーザーの
頭の中でしか表現されていなかった「土地勘」に相当する地図が次第に形成され、それら
地点の相対位置関係と経路を知ることができる。また、結果的にそのユーザーの行動範囲
や重要な道路なども客観的に知ることができる。
【００９４】
　以上説明した通り、車両用ナビゲーション装置１の制御回路１７は、地点を新たな描画
対象の地点として登録すると、既に描画対象として登録されている複数の地点のそれぞれ
を相手として、新たな描画対象の地点と当該相手の地点との間を繋ぐ追加ルートを取得し
、取得された追加ルート中の道路が、新たに表示されることになる。
【００９５】
　したがって、例えば、埼玉県浦和市の自宅および渋谷駅前が描画対象として登録されて
いるとき、新たに神宮外苑が描画対象として登録されると、自宅と神宮外苑との間のルー
トのみならず、神宮外苑と渋谷駅前との間のルートも新たに表示されることになる。
【００９６】
　このような表示を見たユーザーは、神宮外苑から渋谷駅前までが案外近いことに気づき
、それにより、それまでの土地勘（渋谷駅前までのルート、神宮外苑までのルート）をベ
ースとして新たな土地勘を獲得することができる。
【００９７】
　このように、車両用ナビゲーション装置１は、ユーザーのそれまでの土地勘を利用して
、ユーザーが新たな土地勘を獲得するよう支援することができる。また、周辺地理を把握
する基点となる箇所を定義することができる。
【００９８】
　また、制御回路１７は、表示制御処理１７ａの土地勘地図表示モードにおいて、地点お
よび道路のうち、描画対象として登録されている地点および道路のみを、画像表示装置１
２に表示させる。このように、土地勘の獲得には不要な表示を極力抑えることで、ユーザ
ーの認知しているのとほぼ同期した情報量で地図表示することができるので、地図の読み
取り易さを更に向上させることができる。
【００９９】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態が第１実施形態と異なるの
は、新たな描画対象の道路を追加登録する先が、土地勘地図用の道路データではなく、ア
ンマスクデータである点、および、表示制御処理１７ａは、土地勘地図表示モードにおい
て、通常表示用道路データ、アンマスクデータ、土地勘地図用の地点登録データを用いて
、画像表示装置１２に地図を表示させ点である。
【０１００】
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　まず、アンマスクデータについて説明する。本実施形態の地図データ取得部１６の記憶
媒体には、土地勘地図用の道路データは記録されるようになっておらず、その代わりに、
アンマスクデータが記録されるようになっている。
【０１０１】
　アンマスクデータは、土地勘地図表示モードにおける描画対象の道路（リンク、リンク
の一部）を指定するためのデータであり、後述するように、描画対象のリンクのリンクＩ
Ｄが順次記録されるようになっている。
【０１０２】
　このようなアンマスクデータに描画対象の道路のデータを登録するため、制御回路１７
は、図３に示した登録処理１７ｂのステップ１４０において、図４に示した処理に代えて
、図１１に示すような処理を実行する。
【０１０３】
　まずステップ１４６は、ステップ１３０にて未描画道路であると判定されたリンクのリ
ンクＩＤを特定し、続いてステップ１４８で、特定したリンクＩＤをアンマスクデータに
追加記録し、その後、未描画道路追加処理を終了する。
【０１０４】
　このような未描画道路追加処理によって、新たな描画対象の地点から既に描画対象とし
て登録されている複数の地点のそれぞれへのルートを描画するための追加データとして、
未描画道路のリンクＩＤの情報が、アンマスクデータに含まれることになる。
【０１０５】
　なお、本実施形態でも、図９の交差点３０、３１、３６～３９のように、描画対象のリ
ンク（ただし、後述する交差点用付加リンクは除く）が交差している交差点において、当
該交差点から他のリンクが伸びている場合は、当該他のリンクの、当該交差点から所定長
さの部分だけを、土地勘地図表示モードにおける描画対象とする。このように描画対象と
されるリンクを、交差点用付加リンクという。
【０１０６】
　このような交差点用付加リンクを描画対象とするために、制御回路１７は、図１１のス
テップ１４８に続いて、当該交差点用付加リンクのリンクＩＤも、アンマスクデータに追
加記録する。ただしこの場合は、当該交差点用付加リンクのリンクＩＤに加え、当該交差
点用付加リンク中の描画対象となる部分の両端の位置座標を、当該リンクＩＤに関連付け
て、アンマスクデータに追加記録する。
【０１０７】
　アンマスクデータ中のどのリンクとどのリンクが１つの交差点で繋がっているか、およ
び、当該１つの交差点から他のどのリンクが伸びているかは、通常表示用道路データに記
録されたノード・リンク接続情報から特定することができる。また、描画対象の２つのリ
ンクが接続する交差点において、それら２つのリンクが直進する関係にあるか、交差（右
左折）する関係にあるかは、通常表示用道路データの各リンクのリンク形状データに基づ
いて、当該交差点の直前における当該２つのリンクの向き同士が成す角度（１８０°以下
の角度部分）が、所定の角度（例えば４５°）未満であるか否かで判定することができる
。
【０１０８】
　次に、土地勘地図表示モードにおける表示制御処理１７ａの処理内容について説明する
。本実施形態の土地勘地図表示モードにおいて、制御回路１７は、図１２に示すように、
通常表示用道路データを用い、車両の現在位置等に基づいて、画像表示装置１２に表示す
べき地理範囲を特定し、特定した地理範囲内のパーセルを特定し、特定したパーセル内の
リンク形状データの形状点の位置座標に従って、土地勘地図中に道路を描画し、当該土地
勘地図を画像表示装置１２に表示させる。
【０１０９】
　ただし、制御回路１７が通常表示用道路データから読み出して表示させるリンク形状デ
ータは、アンマスクデータに記録されているリンクＩＤを有するリンク形状データのみで
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あり、その他のリンク形状データは表示させない。つまり、アンマスクデータを、フィル
タとして用いる。更に例外として、アンマスクデータに記録されているリンクＩＤを有す
るリンク形状データでも、アンマスクデータの当該リンクＩＤに関連付けて２つの位置座
標が記録されている場合は、それらの位置座標を両端とする範囲内のリンク形状データの
みを読み出して表示させる。
【０１１０】
　このように、アンマスクデータを用いることで、第１実施形態と同様の表示を行うこと
ができ、第１実施形態と同様、ユーザーのそれまでの土地勘を利用して、ユーザーが新た
な土地勘を獲得するよう支援することができる。更に、このアンマスクデータは、交差点
用付加リンクの位置座標以外は、リンクＩＤから成るので、土地勘地図用の道路データに
比べ、データ量を少なくすることができる。
【０１１１】
　（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態が第１実施形態と異なるの
は、図３に示した登録処理１７ｂにおける、ステップ１１０の地点登録の処理内容である
。具体的には、第１実施形態では、ユーザーが手動で土地勘のある地点を登録するように
なっていたが、本実施形態では、ユーザーが操作部１３を操作することなく、車両の移動
履歴または目的地設定履歴に基づいて自動的に、ユーザーが土地勘を有している可能性の
高い地点を特定し、特定した地点を土地勘地図用の地点登録データに追加登録する。
【０１１２】
　土地勘というものは、ユーザーが「この場所の土地勘を獲得した」と明確に意識するよ
うなものではなく、その場所を何度も通るうちに無意識にいつの間にか獲得しているもの
である。したがって、第１実施形態のようにユーザーが土地勘のある場所を意識的に登録
するよりも、自動的に土地勘の獲得を判定して登録する方が、より迅速かつ漏れが少なく
地点登録を実現することができる可能性が高い。
【０１１３】
　土地勘を形成する地点は、目的地となる地点と、それら目的地に行くときに分岐点とな
る交差点の２つに分類できる。本実施形態では、この２地点をそれぞれ別の方法で自動的
に登録する。また、土地勘地図の情報量をユーザーの土地勘形成に同期した情報量にする
ため、頻度や重要度を自動登録の登録判定に利用する。
【０１１４】
　具体的には、地点毎に点数を累積し、ある地点の利用点数が登録閾値を超えた時点で、
その地点を、新たな描画対象の地点として、土地勘地図用の地点登録データに登録する。
【０１１５】
　まず、目的地となる地点の登録について説明する。目的地となる地点を登録するために
、制御回路１７は、地点（例えば、縦横２０メートル程度の所定の広がりを持った地点）
毎に、目的地設定された回数の増大と共に増大し、かつ、ＡＣＣ－ＯＦＦされた回数の増
大と共に増大する利用点数を用いる。
【０１１６】
　具体的には、制御回路１７は、図３のステップ１１０において、図１３に示すような処
理を実行する。まずステップ２０５で、車両のＡＣＣ（主電源）がオフになるまで待ち、
オフになると、続いてステップ２１０で、現在地が、目的地として設定されている地点か
否か（ルート算出処理が最後に受け付けた目的地であるか否か）を判定する。
【０１１７】
　目的地として設定されていると判定すればステップ２１５で、現在地に相当する地点の
利用点数に、１回の目的地設定分に応じた値Ａを加算し、それを新たな利用点数とする。
目的地として設定されていないと判定すれば、ステップ２２０で、当該利用点数に、１回
のＡＣＣオフ分に応じた値Ｂを加算し、それを新たな利用点数とする。
【０１１８】
　このように、目的地設定された回数と、その地点周辺でＡＣＣオフされた回数を点数に
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換算してカウントする。点数換算は、目的地設定とＡＣＣオフでは、目的地設定の重みを
重くする。つまり、値Ａは値Ｂよりも大きい。このようにするのは、目的地設定はユーザ
ーが明確に位置を認知しており、土地勘が形成される地点として重要度が高い場合が多く
、また単なるＡＣＣオフ地点は逆に位置を明確に認知せず、目的地ではないがＡＣＣオフ
される場合もあるので土地勘が形成される地点として重要度が低い場合が多いからである
。
【０１１９】
　ステップ２１５または２２０に続いては、ステップ２２５で、加算後の上記利用点数が
所定の登録閾値を超えたか否かを判定し、超えていると判定すれば、ステップ２４０で、
当該現在位置に相当する地点を、土地勘地図用の地点登録データに登録し、図３のステッ
プ１４０の地点登録処理を終了する。このように、点数の増大に基づいて自動的に描画対
象の地点を登録することで、ユーザーの土地勘の形成に追従した自然な形で新たな土地勘
獲得の支援を行うことができる。
【０１２０】
　なお、ステップ２４０における地点登録の方法は、第１実施形態と同じである。ただし
、土地勘地図用の地点登録データに登録するアイコンについては、第１実施形態と同じで
もよいが、本例では、当該地点が撮影された画像を用いる。
【０１２１】
　このために、制御回路１７は、ステップ２２５で、利用点数が登録閾値を超えていない
と判定した場合に、ステップ２３０に進み、点数が撮影閾値を超えたか否かを判定する。
この撮影閾値は、登録閾値よりも少ない値であり、利用点数は登録閾値を超える前の段階
で、まず撮影閾値を超えるようになっている。
【０１２２】
　撮影閾値を超えていないと判定した場合は、今回の登録処理１７ｂ自体を終了する。撮
影閾値を超えたと判定した場合は、続いてステップ２３５で、現在地に相当する地点の位
置情報を撮影待ち地点として地図データ取得部１６の記憶媒体に記録する。制御回路１７
は、車両が次にこの撮影待ち地点に到達する（通る、または到着する）タイミングで、カ
メラ１０が撮影した撮影画像を取得し、この撮影画像を当該地点のアイコンとして地図デ
ータ取得部１６の記憶媒体に記録しておく。そして、次回以降の登録処理１７ｂの実行機
会において、ステップ２４０で当該地点を土地勘地図用の地点登録データに登録する際に
は、当該撮影画像を当該地点のアイコンとして土地勘地図用の地点登録データに登録する
。このようにすることで、ユーザーの土地勘をより強く喚起するアイコン表示を行うこと
ができる。
【０１２３】
　次に、目的地（設定された目的地、および、最終的にＩＧがオフされる地点）に向って
走行するときに車両が直進または曲がって通過する交差点の登録について説明する。その
ような交差点を登録するために、制御回路１７は、車両が通過する交差点毎に、当該交差
点を自車両が通過した回数の増大と共に増大する通過点数を用いる。
【０１２４】
　具体的には、制御回路１７は、図３のステップ１１０で、車両が１つの交差点を通過す
るのを待ち、通過したと判定すると、当該通過交差点に対応する通過点数に所定の増大値
を加算し、その加算結果を新たな通過点数とする。
【０１２５】
　増大値は、当該通過交差点の重要度に応じて変化させる。例えば、目的地に到達する前
の最後の交差点が最も高く、２つ前、３つ前・・・と順に、増大値を下げていく。このよ
うにすることで、例えば、自宅付近の交差点は、頻繁に通るけれども、目的地からは遠い
ということで、増大値が低くなる傾向になり、その結果、土地勘地図表示モードの描画対
象として登録される可能性が低くなる。これにより、自宅付近の交差点が大量に登録され
てしまう可能性を低減することができる。
【０１２６】
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　また、ある交差点の通過点数は、その交差点への進入方向やその交差点からの脱出方向
に関わらず、合算して増大するようになっている。したがって、複数の目的地に向うため
に通る交差点は、土地勘地図表示モードの表示対象として登録され易くなる。
【０１２７】
　そして、通過点数を増加させた後は、図１３のステップ２２５と同様の処理を行う。す
なわち、通過点数が登録閾値を超えたか否かを判定し（ステップ２５５）、通過点数が登
録閾値を超えていないと判定した場合は、通過点数が撮影閾値を超えたか否かを判定し（
ステップ２３０）、通過点数が撮影閾値を超えていないと判定した場合は、登録処理１７
ｂを終了する。
【０１２８】
　また、通過点数が撮影閾値を超えていると判定した場合は、当該交差点の位置情報を撮
影待ち地点として地図データ取得部１６の記憶媒体に記録する。制御回路１７は、車両が
次にこの撮影待ち地点に到達する（通る、または到着する）タイミングで、カメラ１０が
撮影した撮影画像を取得し、この撮影画像を当該地点のアイコンとして地図データ取得部
１６の記憶媒体に記録しておく。
【０１２９】
　また、通過点数が登録閾値を超えたと判定した場合は、ステップ２４０で、当該交差点
を土地勘地図用の地点登録データに登録し、その際には、当該撮影画像を当該交差点のア
イコンとして土地勘地図用の地点登録データに登録する。
【０１３０】
　なお、車両が交差点を通過した場合ではなく、当該交差点を通過すると予測した段階で
、当該交差点の通過点数を上述のように加算するようになっていてもよい。このようにす
ることで、当該交差点を通過すると予測し、当該交差点の通過点数を増大させた結果、通
過点数が撮影閾値を超えた場合、比較的早い時期に当該交差点を撮影できる。なぜなら、
ある交差点を通過すると予測した後は、比較的早い時期に当該交差点を通過する可能性が
高いからである。
【０１３１】
　交差点を通過すると予測する場合としては、例えば、設定した目的地までの最適なルー
トを算出し、その最適なルートが当該交差点を通過するようになっていると判定した場合
であってもよいし、また例えば、車両の現在位置から当該交差点までの間に分岐点が存在
しなくなったと判定した場合であってもよいし、また例えば、当該交差点に進入する道路
において、当該交差点の手前の所定距離以内（例えば５０メートル）に自車両がいると判
定した場合であってもよい。
【０１３２】
　なお、交差点を通過したと判定した（または通過すると予測した）場合も、当該交差点
を直進して通過する場合は、当該交差点の通過点数を増加させず、当該交差点を右折また
は左折して通過する場合は、当該交差点の通過点数を増加させるようになっていてもよい
。このようにすることで、不必要なまでに多くの交差点を土地勘地図用の地点登録データ
に登録してしまう可能性を低減できる。直進通過の場合も通過点数を増加させれば、自宅
近辺の細街路交差点も数多く登録され、本来の目的である土地勘に近い地図の形成に不要
な登録となってしまう可能性がある。
【０１３３】
　しかし、土地勘の形成に道路格は関係なく、むしろ細街路交差点の方が覚えにくいので
そのような交差点も登録してほしい場合も多い。そこで、当該交差点を直進して通過する
場合も、右折または左折して通過する場合も、当該交差点の通過点数を増加させるように
するが、直進通過の場合は、通過点数の増大値を（例えば０．５の係数を乗じることで）
通常よりも少なくし、右左折通過の場合は通過点数の増大値を通常のままとするようにな
っていてもよい。車両が交差点を直進したか右左折したかは、車両のステアリングハンド
ルの操作角度を検出して判定してもよいし、地図データ中の道路形状や通過経路形状から
判定するようになっていてもよいし、車両のウインカー利用有無を検出することで判定し
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てもよいし、これらを複合的に用いて判定してもよい。
【０１３４】
　また、自宅として登録された地点から所定距離内の自宅周辺交差点に限り、その交差点
を車両が通過する経路の道路格に応じて、その交差点を通過した（または通過すると予測
した）場合に当該交差点の通過点数を増大させるか否かを切り替えるようになっていても
よい。例えば、その交差点を車両が通過する経路が細街路である場合には、当該交差点の
通過点数を増大させず、それ以外の道路である場合には、当該交差点の通過点数を増大さ
せることで、不要に増える交差点登録を防ぐことができる。道路格の情報は、地図データ
の道路ネットワークデータに含まれているものを用いる。
【０１３５】
　また、交差点の通過点数の増大可否の判定に目的地の属性を加味することで、よりユー
ザーに利益ある情報だけを登録することが可能になる。例えば、目的地の種別毎に種別係
数を決めておき、この種別係数を上記の増大値に乗じた結果を、新たな増大値として通過
点数に加算するようになっていてもよい。種別係数としては、病院や自動車ディーラーな
ど一般生活では利用頻度が低いが重要な種別は、他の種別よりも大きくする。
【０１３６】
　なお、交差点の登録は、当該交差点への進入方向別に行ってもよい。つまり、同じ交差
点でも、車両が当該交差点に北方向から進入する場合と、東方向から進入する場合とで、
別の交差点として土地勘地図用の地点登録データに記録するようになっていてもよい。ま
たこの場合は、通過点数も、当該交差点への進入方向別に算出するようにする。またこの
場合、ある交差点のある進入方向について通過点数が撮影閾値を超えた場合は、車両がそ
の進入方向から当該交差点に進入する場合に、当該交差点の撮影画像を保存する。
【０１３７】
　このようにすることで、例えば、１つの交差点を複数の進入方向から見た撮影画像を保
存した状態になる場合も発生する。このような場合には、それら複数のアングルの撮影画
像を、経路案内する際の分岐拡大図表示に利用したり、土地勘地図表示モードでの地図表
示の際に現在地と当該交差点との位置関係によって表示するアイコンをそれら複数の撮影
画像間で切り替えたり、登録された交差点の詳細情報を画像表示装置１２に表示させる際
に、複数アングルの画像をすべて表示させたりすることで、情報量多く地点情報を提供す
ることが可能になる。
【０１３８】
　（第４実施形態）
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。本発明の目的である土地勘の獲得の支
援は、ユーザーの認知上の周辺地理知識の補助でもあるので、ユーザーの知識を更に増や
し発見を提供する機能は、より利便性を向上させられ行動範囲を広げる有益な機能である
。そこで、本実施形態では、ユーザーの土地勘に応じたお勧め地点をユーザーに提供する
ことで、ユーザーの知識を更に増やすようにする。
【０１３９】
　それを実現するための本実施形態の作動が第１～３実施形態と異なるのは、制御回路１
７の登録処理１７ｂにおいて、図２の処理ではなく、図１４に示す処理を実行する点であ
る。
【０１４０】
　図１４のステップ１１０から１４０までの処理は、図３のステップ１１０から１４０ま
での処理と同じである。以下、この図１４の処理について、図１５～図１８を用いて説明
する。
【０１４１】
　まず、図１５に示すように、地点５１～５５、およびリンク６１～６８等が土地勘地図
表示モードの新たな描画対象の地点および道路として登録されている状態であったとする
。このとき、制御回路１７が、図１４のステップ１１０で、図１６に示すように、ケーキ
店５６を土地勘地図表示モードの新たな描画対象の地点として土地勘地図用の地点登録デ
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ータに登録し、ステップ１２０で追加ルートを取得し、続いてステップ１３０、１４０で
、追加ルート中の未描画道路６９、７０等を土地勘地図表示モードの新たな描画対象の道
路として、土地勘地図用の道路データまたはアンマスクデータに登録したとする。
【０１４２】
　このとき制御回路１７は、続いてステップ１５０で、所定の条件に合致するお勧め地点
があるか否かを判定する。所定の条件としては、以下の（１）～（４）を採用する。
（１）ステップ１１０において新たな描画対象の地点として登録された地点５６から所定
距離以内の近傍にある有名地点（図１７の斜線部参照）。
（２）ステップ１１０において新たな描画対象の道路として登録された地点５６を含むＮ
個（ただしＮは３以上）の登録された地点に囲まれた（例えば、それら地点間を結ぶＮ角
形の辺で囲まれた）領域内にある有名地点。
（３）ステップ１１０において新たな描画対象の道路として登録された道路６９、７０か
ら所定距離以内の近傍にある有名地点。
（４）ステップ１１０において新たな描画対象の道路として登録された道路６９、７０の
少なくとも１つを含むＭ個（ただしＭは３以上）の登録された道路に囲まれた領域内にあ
る有名地点（図１７の斜線部参照）。
【０１４３】
　ある有名地点が条件（１）～（４）のいずれかの条件に合えば、その有名地点は所定の
条件に合致するお勧め地点であると判定する。なお、有名地点とは、あらかじめ有名地点
として定められて地図データ取得部１６の記憶媒体に位置情報、名称情報等が記録された
特定の地点群のそれぞれをいう。有名地点は、あらかじめ複数個記録されている。有名地
点としては、球技場、公園、アミューズメント施設、景観地等がある。
【０１４４】
　なお、有名地点は、車両用ナビゲーション装置１の使用開始時点から有名地点となって
いる静的な有名地点と、後から有名地点に加えられたり、特定の期間だけ有名地点に加え
られたりする動的な地点がある。
【０１４５】
　動的な地点の例としては、遠隔地の有名地点収集センタから受信することにより、制御
回路１７が有名地点として追加記録する地点がある。なお、遠隔地の有名地点収集センタ
は、プローブ機能により、複数の他の車両のそれぞれに搭載された車両用ナビゲーション
装置（車両用ナビゲーション装置１と同じ機能を有する）から複数の土地勘地図用の地点
登録データを受信し、それら受信した土地勘地図用の地点登録データに登録された地点を
、有名地点に加えるようになっている。
【０１４６】
　また、動的な地点の例としては、桜が有名な公園のように、特定の有効期間のみ有名地
点となる地点がある。このような地点は、有効期間の情報と共にあらかじめ地図データ取
得部１６の記憶媒体に記録され、制御回路１７は、これら有効期間と共に記録された地点
のうち、現在有効期間中である地点のみを、有名地点として用いる。
【０１４７】
　ステップ１５０で、条件に合致するお勧め地点があると判定した場合は、続いてステッ
プ１６０に進み、条件に合致するお勧め地点がないと判定した場合は、今回の登録処理１
７ｂを終了する。
【０１４８】
　ステップ１６０では、条件に合致するお勧め地点を、新たな描画対象の地点として土地
勘地図用の地点登録データに登録する。これにより、表示制御処理１７ａの土地勘地図表
示モードにおいては、図１８に示すように、新たな描画対象の地点として登録されたお勧
め地点である公園５７が、土地勘地図中に表示されるようになる。
【０１４９】
　このように、土地勘が形成されている地点または道路の近傍に、または、土地勘が形成
されている地点または道路に囲まれた領域内に、特定の地点（例えば観光名所等の有名な
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地点）が表示されると、ユーザーは、「よく知っている場所に囲まれたこんな所にこんな
場所があったのか」という風に、関心度の高い新たな知見を得ることができる。このよう
な、土地勘が形成されている地点に囲まれた領域内に新たな地点を見つけた場合は、それ
以外の場所に新たな地点を見つける場合よりも、ユーザーの関心が高くなることが期待で
きるからである。
【０１５０】
　つまり、このようなお勧め地点は、ユーザーが既に知っている道路や場所の近傍または
それらに囲まれた地点であるため、知らない場所よりは行く機会に恵まれている可能性が
高く、既に行ったことがある場所なので行くことに対して抵抗感が少ないといえる。した
がって、ユーザーが行きやすい場所であると考えられる。
【０１５１】
　なお、このように登録されたお勧め地点については、図１４のステップ１３０、１４０
の処理を行うことで、このお勧め地点から、既に描画対象として土地勘地図用の地点登録
データに登録された他の地点までの追加ルートを取得し、取得した追加ルートのうち未描
画道路を、土地勘地図表示モード用の新たな描画対象の道路として登録するようになって
いてもよい。そして、新たな描画対象の道路として登録するタイミングは、そのように登
録を行う旨の操作をユーザーが操作部１３に対して行ったタイミングであってもよい。
【０１５２】
　また、図１４のステップ１５０、１６０の処理は、土地勘地図用の地点登録データにお
ける地点の登録個数が所定の基準個数（例えば５個）以下の場合は実行せず、基準個数を
超えた場合に実行するようになっていてもよい。このようにすることで、最初は土地勘地
図の意味をユーザーに十分植え付けることができる。
【０１５３】
　（他の実施形態）
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の範囲は、上記実施形態のみに限
定されるものではなく、本発明の各発明特定事項の機能を実現し得る種々の形態を包含す
るものである。例えば、以下のような形態も許容される。
【０１５４】
　（１）上記実施形態では、車両用ナビゲーション装置１において作成された土地勘地図
用の地点登録データを、その車両用ナビゲーション装置１のみで使用するようになってい
た。しかし、複数の車両のそれぞれに上記実施形態のような車両用ナビゲーション装置１
が搭載されており、それら複数の車両用ナビゲーション装置１が、無線通信機１５を用い
て、情報収集センタに土地勘地図用の地点登録データを送信するようになっていてもよい
。
【０１５５】
　そして、情報収集センタは、それら土地勘地図用の地点登録データを受信して記憶媒体
に記録し、人または情報収集センタが、記録された土地勘地図用の地点登録データの集合
体から、「どの地域に住む人がどの地区に移動しているか」についての統計情報を作成す
るようになっていてもよい。この統計情報は、必要な事業者に提供されてもよい。
【０１５６】
　この統計情報は、例えば、新規店舗出店場所の参考になる。その地域の地価や居住形態
（一戸建て、アパートなど）から大体の所得やユーザー層が想定できるので、それら所得
の人々の普段の生活の行動傾向が把握できるため、狙うユーザー層が頻繁に訪れる場所に
出店する方が有利であることがわかる。
【０１５７】
　また、不動産業者にとっては、物件を説明する情報として利用することができる。物件
がある地域の他の人がどの場所や地域に普段行っているかという情報があれば、実際の生
活行動に近い情報で「スーパーまでクルマで５分」などと説明することができる。
【０１５８】
　（２）また、上記実施形態では、制御回路１７は、表示制御処理１７ａにおいて、通常
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地図表示モードと土地勘地図表示モードとを切り替えるようになっているが、必ずしもこ
のようになっておらずともよく、例えば、通常地図表示モードの地図と土地勘地図表示モ
ードの地図の両方を同時に画像表示装置１２の１画面内に表示させるようになっていても
よい。
【０１５９】
　また、画像表示装置１２において、通常地図表示モードの地図に重ねて、土地勘地図表
示モードの地図を表示させ、土地勘地図表示モードの地図を通常地図表示モードの地図よ
りも強調するようになっていてもよい。
【０１６０】
　どちらの場合でも、描画対象として土地勘地図用の地点登録データに登録されている地
点および道路を、他の地点および道路と区別して画像表示装置１２に表示させることにな
るので、ユーザーが新たな土地勘を獲得できることに変わりはない。つまり、描画対象と
して登録されている地点および道路を、土地勘の獲得には不要な表示と区別した表示を行
うことで、ユーザーの土地勘の向上が容易になる。
【０１６１】
　（３）また、図３、図１４のステップ１２０で算出する追加ルートは、単純にダイクス
トラ法で計算されるようなルートでなくともよい。例えば、ユーザによっては、太い道だ
けを走りたいとか、狭くても気にしないとか、それぞれ運転の好み、クセ、特性というも
のがあるので、そのようのユーザー特性を追加ルートの計算に加味してもよい。ユーザー
特性は、例えば、ユーザーの行動履歴（車両の移動履歴）や操作履歴を車両用ナビゲーシ
ョン装置１または遠隔地のユーザー特性管理センタで収集および記録しておき、制御回路
１７は、それを読み出すかあるいは受信するようになっていてもよい。そして、ユーザー
特性に応じてリンクやノードのコスト重みを変えるようになっていてもよい。またプロー
ブによる情報収集では、ユーザーの好みと似た好みの他車情報のみ収集するようになって
いてもよい。
【０１６２】
　（４）また、上記第３実施形態では、目的地を自動的に新たな描画対象の地点として土
地勘地図用の地点登録データに記録するようになっているが、経由地としてユーザーに指
定された地点も、目的地と同様の方法で、新たな描画対象の地点として土地勘地図用の地
点登録データに記録するようになっていてもよい。
【０１６３】
　その際、例えば、経由地（または交差点）Cと、経由地（または交差点）Dが登録されて
いる場合に、これらが重要な経由地（または交差点）であり、かつユーザーがCからDへ直
接行ったことがなく、かつ、CからDへ簡単に行けるルート（短時間で行けるルート、抜け
道ルート）がある場合は、そのルート上の道路のうち、未描画道路を、新たな描画対象の
地点として土地勘地図用の地点登録データに記録するようになっていてもよい。ユーザー
がCからDへ直接行ったことがある場合も、より簡単に行けるルートがある場合には、その
ルート上の道路のうち、未描画道路を、新たな描画対象の地点として土地勘地図用の地点
登録データに記録するようになっていてもよい。なお、上記記載において、ＣまたはＤは
目的地であってもよい。
【０１６４】
　（５）また、上記の実施形態において、制御回路１７がプログラムを実行することで実
現している各機能は、それらの機能を有するハードウェア（例えば回路構成をプログラム
することが可能なＦＰＧＡ）を用いて実現するようになっていてもよい。
【０１６５】
　（６）また、土地勘地図データ、アンマスクデータ等の記録が必要なデータは、地図デ
ータ取得部１６の記憶媒体に限らず、他の、車両用ナビゲーション装置１の主電源の供給
が停止してもデータを保持し続けることができる記憶媒体（例えばフラッシュメモリ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、バックアップＲＡＭ、ＨＤＤ）に記憶されるようになっていてもよい。その
場合、地図データ取得部１６の記憶媒体は、ＨＤＤ等の書き込み可能な記憶媒体である必
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要はなく、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等の書き込み不可能な記憶媒体であってもよい。
【０１６６】
　（７）また、本発明の土地勘地図表示制御装置は、必ずしも車載用のものでなくともよ
い。例えば、ナビゲーション装置は、ユーザーが携帯するタイプのものであってもよい。
【符号の説明】
【０１６７】
１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車両用ナビゲーション装置
１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制御回路
１７ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表示制御処理
１７ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登録処理
２３、２４，３２，４１～４３、５１～５７　　　　　登録地点
２５～２９、３３～３５、４４～４７、６１～７０　　登録された道路

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ２１／００－２１／３６、２３／００－２５／００、
              Ｇ０６Ｆ１７／３０、
              Ｇ０６Ｔ　１／００、１１／６０－１３／８０、１７／０５、
              　　　　１９／００－１９／２０、
              Ｇ０８Ｇ　１／００－９９／００、
              Ｇ０９Ｂ２３／００－２９／１４
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